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各国で「知に 基づく社会」、 あ るいは「知に 基づく経済」に 向けた社会・ 経済 シ 

ステムの転換が 進められる中、 社会、 あ るいは経済における 科学技術の役割が 
重くなってきている。 また、 地球温暖化対策、 感染症対策などのグローバル 課 

題 に対する科学技術の 貢献への期待も 高まっている。 これらを背景として 政策 

課題の多くが 科学技術と関連して 語られるに至っている。 特に、 日本、 米国、 

英国、 仏国などの科学技術先進国では、 科学技術政策と 産業政策、 教育政策、 

雇用施策の境界が 見えにくくなっている。 欧州連合 ( E U ) においても同様に 、 

科学技術政策は、 産業政策、 地域政策、 競争政策、 ェ ネルギ一政策、 教育政策 

などと影響を 及ぼし合いながら 政策形成が進められている。 特に、 2 0 0 0 年 

1 月に ビュ スカン欧州委員 ( 研究開発担当 ) が European Research Area ( E 

R A ) を発表してからは、 科学技術システムの 改革は、 産業政策、 地域政策な 

どに影響を及ぼしながら 進められている。 E R A は、 科学技術に留まらない、 

より大きな社会システムの 変革のドラ イ ブ イ ング・フォースとなっている。 

このように、 科学技術に留まらず 社会システム 全体に影響を 及ぼすことを 志向 

する、 E R A を始めとする E U の科学技術政策は、 その政策形成過程で、 閣僚 

理事会、 欧州議会、 欧州委員会が 対話を繰り返すことが 特長となっている。 政 

策 形成までの作業文書や 意思決定の手続きは 公開されており、 その政策形成プ 

ロセスの透明度は 高い。 もっとも E U は 1 5 カ国 ( 2 0 0 4 年からは 2 5 カ国 ) 

の間で意見調整を 進めるため、 透明度を高く 維持できなければ、 全ての加盟国 
から理解を得ることは 不可能であ ろう。 この政策形成の 中で   政策形成を リ一 

ド している欧州委員会は、 E U における中心的な 研究開発プロバラムであ る フ 

レームワーク 計画 ( F P ) の策定を通じ、 中期的な科学技術政策の 形成を実質 

的に行っている。 E R A は、 2 0 0 0 年 1 月の発表後、 2 0 0 0 年 3 月に欧州 

理事会 ( リスボン開催 ) からの支持を 得た。 これにより、 欧州委員会研究総局 
が 研究開発投資に 関連して産業政策、 地域政策などについても 積極的に発言す 
ることが可能となった。 現在、 研究総局は、 主要科学分野 ( 水素エネルギー、 

バイオ・テクノロジー、 ナノ ・テクノロジ 一 ) でテクノロジー・プラットフォ 

一ム と 呼ばれる、 技術予測について 意見交換の場を 設置しっ っ あ る。 このテク 

ノロジー・プラットフォームの 機能は、 今後次第に明らかになるであ ろうが、 

英国における Foresight 活動と似通った 機能を期待できるかもしれない。 なお、 

欧州委員会自体は 研究開発主体でなく、 製品化を行 う わけでもない。 あ くまで、 

科学技術システムの 管理者としての 役割を果たそうとしていると 見られる。 
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それでは、 E U 加盟国は、 E U レベルでの 科 手技術政策をどのように 活用しょ 

うとしているのか 綴 っか事例を掲げて 検証してみたい。 例えば、 英国は、 F P 

6 の策定過程で、 欧州委員会に 対し、 e-Science や Grid 一 Computing 関連の施 

策の重点化を 求めていた。 この e.Science や Grid 一 Computing は、 英国の科学 

技術政策の大きな 柱であ り、 英国国内の政策と E U レベルでの政策の 一貫性を 

求めていたと 考えることができょ ぅ 。 一方、 仏国では、 F P 6 への積極的参加 
や 民間企業の研究開発投資拡大について、 E U レベルでの政策と 関連付けて国 
内の政策を説明している。 このように、 E U 加盟国は、 国内の政策と E U レベ 

ル での政策の一貫性、 あ るいは調和を 図りつつ、 多面的に科学技術政策を 展開 

しょうと試みていると 見ることができる。 

次に、 E U における科学技術政策形成の 方向性について 見ると、 今後、 社会に 

おける科学技術の 重みが更に増す 中 、 ますます政策形成への 市民の参加が 促進 

されると予測される。 今後、 科学技術はますます 重要な政策課題となっていき、 
政治の高いレベルからのコミットメントやエンドースメントを 得るには、 政策 

形成過程で市民社会からの 支持を得ていることをアピールする 必要性が高まる 

であ ろう。 また、 最先端のテクノロジ 一の社会へのインパクトの 予測が困難で 
あ ったり、 代替 ェ ネルギ一の選択が 困難であ ったり、 あ るいは遺伝子操作をし 
た食料の安全性確保と 供給量拡大の 間でジレンマが 生じた場合など、 不透明で 

リスクを伴 う 判断をしなければならない 機会が増え、 「市民社会の 選択」がより 

重要な意味を 持つことになるであ ろう。 こうして、 専門家としての 科学者によ 

る 判断から、 市民社会に よ る判断への移行が 進むとも考えられる。 

F P 6 編成過程においても、 市民社会の代表たる 欧州議会の意見が 大きな意味 

を 持ち、 特に 「食料の品質と 安全性」、 「健康のためのうイフサ ィェ ンス」 など 

の市民社会の 差し迫った課題への 強い志向が見られた。 また、 各国首脳で構成 

される欧州理事会の 権 限も高まっている。 これらからは、 行政の専門家たる 欧 

州委員会 ( 官僚組織 ) から政治や市民社会への 権 限の移行が進められている、 

と 見る と も できるであ ろ つ 、 

グローバル化の 進展により、 科学技術は 、 仝後、 ますます重要な 政治課題とな 

るであ ろう。 さらに、 研究開発投資の 拡大のためには、 産業政策や地域政策な 

ど 様々な分野の 政策との調整・ 協力が不可欠となる。 E R A . 科学技術政策を 
柱に据えての E U レベルでの社会システムの 変革は、 今後、 一層進められるで 
あ ろう。 その場合、 米国や日本と 異なる、 国 レベル、 E U レベルの政策の 二層 

構造は、 多様性を基とした 補完のシステムとして、 独自の科学技術政策の 形成 

、 ンステムをもたらすであ ろうし、 その透明性を 確保した独自の 政策形成プロセ 
スは、 科学技術と市民社会の 乖離を防ぐ役割を 果たすことを 期待できる。 
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